
 

最近の助成金事情【2009】第２弾 
 

雇用保険適用事業所の事業主の方に支給される雇用関係各種給付金は毎年度新たな

制度が設けられ、また廃止、内容の変更等が行われます。 
さて、１月に引き続き助成金事情第２弾として、今回は平成２０年１２月、平成２１

年２月に改定（変更）がありました雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金と創

設が予定されております離職者居住支援給付金の概要について解説いたします。また厚

生労働省は雇用調整助成金について、今後さらなる改善及び支給要件の緩和を予定して

おり、雇用維持のために本助成金の利用を促していく模様です。 

１．雇用調整助成金  

雇用調整助成金とは 
 景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動

の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓

練又は出向をさせることによって、雇用を維持する場合に、休業、教育訓練又は出向に係

る手当等の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。 

 
平成２０年１２月及び２１年２月の支給要件・対象労働者の主な変更点 
１．支給要件の緩和 
●生産量について 
従 前：最近６ヵ月間の生産量が前年同期比で１０％以上減少していること 
緩和後：最近３ヵ月間の生産量がその直前３ヵ月間又は前年同期比で５％以上減少して

いること 
生産量要件については、売上高又は生産量で把握する 

●雇用量について 
従 前：最近６ヵ月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと 
緩和後：廃止 

２．対象労働者の拡大 
●「雇用保険被保険者期間が６ヵ月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が６ヵ月未

満の者」、「６ヵ月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者（週の所定労働時間が

２０時間以上の者に限る）」が追加されました。 
３．助成立の引き上げ 
従 前：賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方法により算出した額の２分

の１ 
拡充後：賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方法により算出した額の３分

の２                     ※次ページに続く 
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主な変更点の続き 
４．支給限度額の拡充 

従 前：１年間 １００日 ３年間１５０日（大企業）２００日（中小企業） 
拡充後：１年間 ２００日 ３年間３００日 

５．休業等の規模要件の廃止 
従 前：所定労働延べ日数の１５分の１以上 
拡充後：廃止 

６．クーリング期間の廃止 
従 前：制度利用後１年経過した後でなければ再度利用することが出来ない。 
拡充後：廃止 

７．短時間休業助成対象範囲の拡充 
「従業員全員が一斉の短時間休業（１時間以上）を行なった場合」に加え、「従業員毎に

短時間休業を行なった場合」も対象となります。 
※ 支給要件に生産量とありますが、業種は問いません。製造業以外であれば、生産

量を売上高に読み替えます。 

※ 受給のためには休業等を実施する前にハローワークに休業等計画届を提出する

必要があります。 

 
・支給要件（上記の改定点以外にも以下のような支給要件がございます。） 
① 雇用保険の適用事業主であること 
② 一般事業主、経営基盤強化事業主、雇用維持等地域事業主、大型倒産事業主の下請事業

主、認定港湾事業主 
※一般事業主とは、上記一般事業主以外の事業主に該当しない事業主 

③ 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた事業主 
④ 休業及び教育訓練又は出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、又は出向元事業主

が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主（休業、教育訓練、出向の種類によって要

件が異なります。） 
⑤ ④の休業等（休業及び教育訓練）又は出向の実施について、事前に公共職業安定所長に

届けられたものであること。 
⑥ 休業等（休業及び教育訓練）又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されているこ

と。 
 
・支給額  
① 賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額の３分の２（上

限あり）（出向の場合の助成率は、出向による賃金の半額の３分の２となります。出向元・

出向先において、賃金を折半し半額とみなす。） 
② 教育訓練を実施した際は教育訓練費として１人１日１２００円を①に上乗せします。 
③ 受給できる期間 

休業及び教育訓練の場合は、上記支給要件の②の事業主毎の対象期間内に行なわれた

休業等に係わる期間、出向を実施した場合は、対象期間に開始された１年以内の出向
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に係わる期間について助成金の支給対象になります。※一般事業主であれば、当該事

業主が休業等実施計画届を最初に届け出た際に指定する雇用調整を開始した初日から

起算して、３年間（支給限度日数は最初に指定する１年間 2００日、３年間で３００日） 
 
・申請期間  
① 休業等（休業及び教育訓練）の場合 

休業等（休業及び教育訓練）が行なわれた末日の翌日から１ヵ月以内 
② 出向の場合 

当該出向労働者の出向を開始した日から起算して６ヵ月を第１期、次の６ヵ月を第２

期とする各期の経過後２ヵ月以内 
・申請先  
 事業所を管轄する労働局 
※ 尚、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して申請できる場合があります。 
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２．中小企業緊急雇用安定助成金 

中小企業緊急雇用安定助成金とは 
 平成２０年１２月より雇用調整助成金から中小企業を対象として支給要件が緩和される

とともに創設された助成金で、景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、

生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働

者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって、雇用を維持する場合に、休

業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※出向の場合の助成率は、出向による賃金の半額の５分の４となります。 
（出向元・出向先において、賃金を折半したとみなして「賃金の半額」と取り扱って 

います。） 
 
平成２０年１２月及び２１年２月の支給要件・対象労働者の主な変更点 

中小企業緊急雇用安定助成金は 
雇用調整助成金とここが違う！！ 
【助成率】賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方

法により算出した額の 

５分の４※（雇用調整助成金は３分の２） 
【支給要件の生産量について】 

前期決算等の経常利益が赤字であること。（生産量が

５％以上減少している場合が不要）が追加され、支給要件

が緩和されております。 

１．支給要件 
●生産量について 
①最近３ヵ月間の生産量がその直前３ヵ月間又は前年同期比で５％以上減少していること 
②前期決算等の経常利益が赤字であること。（生産量が５％以上減少している場合が不要） 
生産量要件については、売上高又は生産量で把握する 
●雇用量について 
従 前：最近６ヵ月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと 
緩和後：廃止 

２．対象労働者の拡大 
●「雇用保険被保険者期間が６ヵ月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が６ヵ月未

満の者」、「６ヵ月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者（週の所定労働時間が

２０時間以上の者に限る）」が追加されました。 
３．支給限度額の拡充 
従 前：１年間 １００日 ３年間１５０日（大企業）２００日（中小企業） 
拡充後：１年間 ２００日 ３年間３００日         ※次ページに続く 
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主な変更点の続き 
４．休業等の規模要件の廃止 

従 前：所定労働延べ日数の２０分の１以上 
拡充後：廃止 

５．クーリング期間の廃止 
従 前：制度利用後１年経過した後でなければ再度利用することが出来ない。 
拡充後：廃止 

６．短時間休業助成対象範囲の拡充 
「従業員全員が一斉の短時間休業（１時間以上）を行なった場合」に加え、「従業員毎に短

時間休業を行なった場合」も対象となります。 
 

※ 支給要件に生産量とありますが、業種は問いません。製造業以外であれば、生産

量を売上高に読み替えます。 

※ 受給のためには休業等を実施する前にハローワークに休業等計画届を提出する

必要があります。 

 
・支給要件（上記の改定点以外にも以下のような支給要件がございます。） 
① 雇用保険の適用事業主であること 
② 一般事業主、経営基盤強化事業主、雇用維持等地域事業主、大型倒産事業主の下請事業

主、認定港湾事業主 
※一般事業主とは、上記一般事業主以外の事業主に該当しない事業主 

③ 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた事業主 
④ 休業及び教育訓練又は出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、又は出向元事業主

が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主（休業、教育訓練、出向の種類によって要

件が異なります。） 
⑤ ④の休業等（休業及び教育訓練）又は出向の実施について、事前に公共職業安定所長に

届けられたものであること。 
⑥ 休業等（休業及び教育訓練）又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されているこ

と。 
 
・支給額  
① 賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額の５分の 4（上限

あり） 
② 教育訓練を実施した際は教育訓練費として１人１日６０００円を①に上乗せします。 
③ 受給できる期間 

休業及び教育訓練の場合は、上記支給要件の②の事業主毎の対象期間内に行なわれた

休業等に係わる期間、出向を実施した場合は、対象期間に開始された１年以内の出向

に係わる期間について助成金の支給対象になります。※一般事業主であれば、当該事

業主が休業等実施計画届を最初に届け出た際に指定する雇用調整を開始した初日から

起算して３年間（支給限度日数は最初に指定する１年間２００日、３年間で３００日） 
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・申請期間  
① 休業等（休業及び教育訓練）の場合 

休業等（休業及び教育訓練）が行なわれた末日の翌日から１ヵ月以内 
② 出向の場合 

当該出向労働者の出向を開始した日から起算して６ヵ月を第１期、次の６ヵ月を第２

期とする各期の経過後２ヵ月以内 
・申請先  
 事業所を管轄する労働局 
※ 尚、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して申請できる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成金を受給することで、経

営者様の経費負担も軽減され

ます。 

申請手続きは朝比奈事務所に

安心してお任せ下さい。 
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モデルケース 

（中小企業緊急雇用安定助成金） 
中小企業が生産調整のために従業員３０名を２０日休業し場合 
事業所の平均賃金額※が１０，０００円、休業協定書で締結された休業手当が６０％とす

ると。 
 
平均賃金額 × 休業手当の率 ＝ 基準賃金額 
１０，０００円 × ６０％ ＝６，０００円基準賃金額 

 
 

基準賃金額に 助成率（中小企業の助成率４／５）を乗じる 
６，０００円 × ４／５ ＝４，８００円 

 
 
従業員３０名が２０日休業したので、休業等延べ日数は 
３０名 × ２０日 ＝ ６００日 

 
 
４，８００円 × 休業延べ日数６００日 ＝７，２００，０００円 

 
よって、受給額は、７，２００，０００円となります。 

 
 

 平均賃金額とは 
事業所の前年度雇用保険料確定申告の保険料算定基礎額を、前年度の１ヵ月平均

の被保険者数及び年間所定労働日数で除して算出した金額です。 
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３．離職者住居支援給付金（労働移動支援助成金） 

【平成２０年１２月９日より遡り適用】 

離職者住居支援給付金とは 
 世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または優希契約労働者との契

約の中途解除や雇止め等を行なった場合でも、離職後も引き続き住居を無償で提供した場

合または住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成を行ないます。 
 
対象となる事業主 
１．再就職援助計画を事前に作成し、管轄のハローワークに提出し認定を受けること（再

就職援助計画について、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合、組合のない

場合は過半数を代表する方の意見聴取が必要です。） 
２．労働者に離職前から住居の提供等を行っており、その労働者の離職後も引き続き同

一の住居を提供すること 
対象者 
次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があります。 

① 雇用保険被保険者（被保険者期間は問いません）であること 
② ６ヵ月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の方 
③ 離職日の前日以前から事業主により直接住居の提供を受けている方 
④ 再就職先が未定の方またはこれに準ずると認められている方 

※但し、週の所定労働時間が２０時間以上の方に限ります。 
支給額 
対象労働者１名につき、１ヵ月当り４～６万円が支給されます。（住居の所在地により、

支給額が異なります。）※１人あたり１０㎡の専有面積がない場合は半額となります。 
支給対象期間 
支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から、以下のいずれかの日までとします。 
① 対象労働者の離職日の翌日から起算して６ヵ月が経過した場合は、その経過した日 
② 支給対象事業主が対象労働者への住居の提供を中止した場合は、その中止した日 
③ 対象労働者が、自己都合のために住居を離れた場合は、その住居を離れた日 
④ 対象労働者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、被保険者となった日の前日 

住居に係る費用負担 
給付金は事業主が住居にかかる費用を全額負担している場合に支給されます。 
ただし、自社の社宅等でない場合は対象への一定の負担を求めても認められる場合があ

ります。 
特例措置 
１．平成２１年２月６日以前に住居の提供を開始していた場合、支給対象期間の初日を

平成２０年１２月９日まで遡れます。 
２．平成２０年１２月３１日までに住居を提供した場合、違う住居を提供しても支給対

象となります。 
３．平成２１年１月 4 日までの支給分については、専有面積が１０㎡以下であっても全

額支給されます。 
４．対象労働者が派遣労働者である場合、派遣元事業主が申請者となります。 
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